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          本号で公布された条例等のあらまし 
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北九州市児童福祉措置費等徴収規則等の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

令和３年８月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第４１号 

北九州市児童福祉措置費等徴収規則等の一部を改正する規則

（北九州市児童福祉措置費等徴収規則の一部改正） 

第１条 北九州市児童福祉措置費等徴収規則（昭和４０年北九州市規則第７１

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の備考第３項第４号を削る。 

別表第２の備考中第３項及び第４項を削り、第５項を第３項とし、第６項

から第９項までを２項ずつ繰り上げる。 

（北九州市知的障害者福祉措置費用徴収規則の一部改正） 

第２条 北九州市知的障害者福祉措置費用徴収規則（昭和４６年北九州市規則

第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の備考第７項第４号を削る。 

別表第５の備考第１項後段中「の規定中」を「中」に改め、「及び第４号

」を削る。 

（北九州市身体障害者福祉措置費用徴収規則の一部改正） 

第３条 北九州市身体障害者福祉措置費用徴収規則（昭和６１年北九州市規則

第４３号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の備考第７項第４号を削る。 

別表第５の備考第１項後段中「の規定中」を「中」に改め、「及び第４号

」を削る。 

（北九州市精神障害者措置入院費徴収規則の一部改正） 

第４条 北九州市精神障害者措置入院費徴収規則（平成８年北九州市規則第２

９号）の一部を次のように改正する。 

別表の備考第２項第３号を削る。 

   付 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の北九州市児童福祉措置費等徴収規則（次項に 

おいて「改正後の児童福祉措置費等徴収規則」という。）別表第１及び別表 

第２の規定並びに第４条の規定による改正後の北九州市精神障害者措置入院 

費徴収規則（第４項において「改正後の精神障害者措置入院費徴収規則」と 
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いう。）別表の規定は、令和３年７月１日から適用する。 

（経過措置） 

３ 改正後の児童福祉措置費等徴収規則の規定は、前項に規定する改正後の児 

童福祉措置費等徴収規則の規定の適用の日以後に入所又は通所の措置がとら 

れた児童等に係る措置費の徴収について適用し、同日前に入所又は通所の措 

置がとられた児童等に係る措置費の徴収については、なお従前の例による。 

４ 改正後の精神障害者措置入院費徴収規則の規定は、第２項に規定する改正 

後の精神障害者措置入院費徴収規則の規定の適用の日以後に入院の措置がと 

られた措置入院者等に係る入院費の徴収について適用し、同日前に入院の措 

置がとられた措置入院者等に係る入院費の徴収については、なお従前の例に 

よる。 
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 北九州市副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年８月３０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第４２号 

北九州市副市長事務分担規則の一部を改正する規則 

 北九州市副市長事務分担規則（昭和４２年北九州市規則第３０号）の一部を 

次のように改正する。 

 第２条鈴木清副市長の項第１号中「会計室」の次に「、危機管理室」を加え、

同条今永博副市長の項第１号中「危機管理室、」を削る。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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